
　現在、会社に関係する定めは、商法、有限会社法、
商法特例法等にあって、一般にこれらを「会社法」
と呼んでいます。今度これらを、一つの法律にまと
めて「新会社法」（仮称）とすることになりました。 
　この法律は、平成18年4月1日から施行される
予定ですが、その中で特に、中小企業に関係する主
な部分は以下のようなものです。 
 
■有限会社制度がなくなります 
　現行の有限会社制度は株式会社制度に統合され、
「株式会社」という会社類型のみになります。したがっ
て、「新会社法」施行後は、新たに有限会社を設立
することはできなくなり、株式会社を設立すること
になります。 
　現行の有限会社法に基づいて設立された有限
会社は、株式会社に移行することになりますが、経
過措置として「新会社法」施行後もそのまま有限
会社として存続することは可能です。現在の有限
会社が、株式会社に組織変更するか、有限会社のま
まで存続していくかは、会社の事業環境等を考慮
して判断する必要があります。 
 
■新たな会社類型が生まれます 
　「新会社法」では新たな会社類型として、合同会
社（LLC）が創設されます。これは社員（出資者の
こと）の有限責任が確保され、会社の内部組織が組
合的規律に基づいて運営される会社です。LLCは
Limited Liability Companyの略称で、訳せば有
限責任会社ということになります。合名会社の社
員の「無限責任」を「有限責任」に置き換えたもの
といえます。 
　社員の数は1人以上であれば何人でも良く、社
員は業務を執行する権限を有し、株式会社のよう
に株主（出資者）と業務執行者が分離していません。
社員は、合同会社の債務については責任を負う必
要がありません（個人保証等を行えばその範囲で
責任は負います）。会社内部の組織運営は社員の
総意に基づき自由に行うことができます。つまり、
合同会社では利益処分等の重要事項を含めた、い
ろいろな事項を定款で自由に定めることができる
ため、創業時やベンチャー企業などの小資本で人
的結合が強い組織向けの会社といえます。 
 
■株式会社が簡単に設立できます 
　設立時の手続きで、簡単になる点は次の通りです。 
1最低資本金制度が撤廃され、設立しやすくなります。 
　現在、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円
が最低資本金となっていますが、「新会社法」の株式
会社のうち株式譲渡制限会社（株式を譲渡するには、
会社の承認を得なければならない会社）は、資本金を

自由に決めることができるようになります。 
　　現在でも,平成15年2月に施行された新事業創出
促進法により「創業者」として確認された者が株式会
社や有限会社を設立する場合には、最低資本金規制の
適用が除外され、資本金が1円でも会社設立ができる、
いわゆる「1円起業」が利用できます。しかし、この制
度は「創業者」だけに認められた特例で、個人事業主
や代表権を持つ法人役員は利用できませんでした。こ
れに対して、来年度からは、個人事業主も「新会社法」
に基づき資本金が最低1円の株式会社に「法人成り」
が可能となります。 
　ただし、少額の資本では、対外的信用度は低くなると
思います。 

2発起設立の場合、資本相当分の「保管証明」が不要と
なり「残高証明」で済むことになります。 

3今までは、株式会社では最低でも取締役3名、監査役
1名必要でしたが、株式譲渡制限会社は取締役が1名
で良くなります。 

4類似商号規制が廃止されるため、設立時に類似商号
のチェックが不要になります。「新会社法」（商法を含む）
では、これまで禁止されていた同一市町村内で、既存
の会社と同一商号をもつ会社を設立することが、原則
的に可能となります。ただし、不正競争防止法等で商
号一般を保護していますので、同一商号の使用には制
約があります。 
 
■会社を構成する組織が変わります 
　それぞれの株式会社の個性と実情に合わせて、
会社の組織形態を選択できるようになります。 
1株式譲渡制限会社では、取締役会の設置は任意であり、
株主総会の運営は合理化されます。 
　また、取締役の任期を定款で最長10年と規定するこ
とができます。 

2取締役会は持ち回りの書面決議、電子メールによる決
議が可能となります。 

3監査役は、会計監査権限だけでなく業務監査権限を有
することとなります。（ただし、中小企業の場合は、定
款で会計監査権限だけに制限できます。） 

4取締役とともに会社の計算書類を作成する任務を負
う会計参与という任意の機関が設置できます。 
 
■その他 
　現行の株式会社では原則として中間配当を含め
て年2回しか配当できませんが、新しい株式会社で
はいつでも株主総会の決議によって配当を含む剰
余金の分配を決定する事が出来るようになります。
また、一定の条件の下、定款に定めがある場合には
取締役会の決議で剰余金の分配の決定ができます。 
 
　これからは、どのような組織形態を選ぼうと、名
目ではなく会社の実質で判断されることになります。
今まで以上に、経営内容の充実に留意することが
重要になります。 

　私は、製造業を営む個人事業主です。 売上も順調に伸びて、周囲からの薦めも
あり法人化を考えていたところ、来年度から株式会社が設立しやすくなると聞きまし
た。詳細を教えて下さい。 

 お問合わせ先 「経営相談・窓口相談」に関するお問合わせ先 
 新事業支援グループ TEL 019-621-5070　FAX 019-621-5480 
  URL http://www.joho-iwate.or.jp/sodan　E-mail joho@joho-iwate.or.jp

　中小企業者等が抱える経営、技術、人材、情報化等の課題の解決を図り、もって創
業や経営の向上を図る中小企業者等の順調な発展・成長を促進することを目的とし、
課題別の専門家を派遣する制度です。 

●創業・経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲ある中小企業者等 
●創業・経営革新等経営の向上に係る目的・目標が明確である 
●専門家派遣により、支援の効果が期待できると判断される 

●専門家派遣要請書をセンターに提出していただきます。 
●専門家派遣要請書は、いわて産業振興センターホームページからダウンロー
ドしていただくか、当センターにお問い合わせ下さい。 

★ 2期分の決算書を添付してください。 
★ 専門家に支援していただく「支援計画書」を添付してください。 

●申込時から１４日間程度で派遣を決定します。 

派遣対象企業 

派遣の決定 

決定後の手続 

申し込み方法 

留意事項  

●当センターから専門家派遣に要する謝金・旅費の合計額の中小企業者負担
分1／3の振込書を郵送させていただきます。（企業等負担分） 
●この振込みを確認したうえで、専門家に対し、センターが派遣要請を致します。 

派遣報告 
●指導いただいた内容については、派遣の都度「経過報告書」を、また、専門
家の最終派遣終了後、2週間以内に「専門家派遣事業支援業務報告書」を
センターに提出していただきます。 
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